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平成23年3月29目
都道府県医師会

　社会保険担当理事　殿

目本医師会副会長

　　　　中　川　俊　男

東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に係る保険医療機関に対する

　　　指導監査等の対応、並びに特定共同指導等の実施について

　今般、東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による災害が発生した

ことにより、被害が甚大な青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木

県、千葉県、長野県における指導・監査等の対応につきまして、厚生労働省

保険局医療課から地方厚生（支）局医療課宛てに別添のような文書が発出さ

れておりますので、取り急ぎご連絡申し上げます。

　また、平成23年度における特定共同指導及び共同指導が、下記の対象都

県において、別紙目程により実施されることになりましたので、ご連絡申し

上げます。

　ただし、今回の対象都県のうち、岩手県、宮城県、新潟県、千葉県につき

ましてはr当面、延期とする」とされました。これは実質一
る旨、厚生労働省当局と合意　みでありますことを申し添えます。

記

【平成23年度　特定共同指導及び共同指導　対象16都県】

1．特定共同指導

　岩手県、東京都、神奈川県、新潟県、石川県、岐阜県、福井県、

　鳥取県、長崎県、熊本県、宮崎県、沖縄県　　（12都県）

2．共同指導

　宮城県、千葉県、富山県　香川県　　（4県）



（添付資料）

1．東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に係る保険医療機関等に対

する指導監査等の対応について

　　　　　　（平成23年3月15目厚生労働省保険局医療課事務連絡）

2．東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に係る保険医療機関等に対

する指導時の対応について

　　　　　　（平成23年3月25目厚生労働省保険局医療課事務連絡）

3．特定共同指導等の実施について

　　　　　（平成23年3月16目保発0316第33号厚生労働省保険局長）

4．特定共同指導等の実施に係る立会いについて

　　（平成23年3月16目保医発0316第5号厚生労働省保険局医療課長）



事　　務　　連　　絡

平成23年3月15日

地方厚生（支）局医療課　御中

厚生労働省保険局医療課

東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に係る

保険医療機関等に対する指導監査等の対応について

　東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による災害が発生したことに伴い、今

後、保険医療機関等に対する指導監査等の取扱いについては、下記のとおりとするの

でよろしくお願いいたします。

記

1．平成22年度計画分の取扱い
　　地方厚生（支）局における適時調査、各種指導、監査については、被害が甚大な

　青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県及び長野県

　　については、被災状況等を考慮し実施することとする。

　　　なお、今後の復旧状況等によっては、未実施もやむを得ないものであること。

2．平成23年度計画の取扱い
　（1）本省における特定共同指導等

　　　　計画については、従来どおり全都道府県を対象として策定するが、実施に当

　　　たっては、被害が甚大な青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、

　　　千葉県、新潟県及び長野県については、当面、延期することとする。

（2）地方厚生（支）局における適時調査、各種指導、監査

　　　計画については、従来どおり行うこととするが、被害が甚大な青森県、岩手

　　県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県及び長野県については、

　　被災状況等を考慮し実施することとする。

　　　なお、今後の復旧状況等によっては、未実施もやむを得ないものであること。

3．その他
　　青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県及び長野

　　県の案件に係る本省への内議等については、当面、原則として電子メールにより

　　対応することとする。

　　　なお、電子メールによる対応が困難な場合にあっては、当課医療指導監査室へ

　別途協議されたい。



事　　務　　連　　絡

平成23年3月25日

地方厚生（支）局医療課　御中

厚生労働省保険局医療課

東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に係る

保険医療機関等に対する指導時の対応について

　今般、東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による災害が発生したこ

とに伴い、先般、平成23年3月15日付け事務連絡を発出したところであるが、指

導対象保険医療機関等の保険医等が被災地における医療支援等に従事している

ため、指導に対応できないことが想定されることから、今後、以下により取扱

われるよう、お願いする。

1　指導を実施するに当たり、指導対象保険医療機関等から保険医等が被災地

における医療支援等に従事しているため指導に対応できない旨の申し立てが

あった場合、指導を延期し、当該保険医療機関等と協議のうえ指導実施目を

調整していただきたいこと。

　なお、指導対象保険医療機関等の選定の際には、個々の保険医療機関等にお

ける保険医等の医療支援等への派遣等の状況を把握できないと考えられるこ

とから選定は通常どおり実施していただくこととなる。

2　医療支援等に従事する期間が長期に及び、指導実施目の調整が困難なとき

は、未実施もやむを得ないものであること。

　なお、その場合であっても、指導大綱（平成7年12月22日付け保発第117号厚

生省保険局長通知「別添1」）第8にいう「正当な理由」に該当するものであ

　り、指導拒否には当たらないこと。



保発0316第33号
平成23年3月16目

日本医師会長　殿

厚生労働省保険局長

特定共同指導等の実施について

　平成23年度に実施する特定共同指導及び共同指導の対象都道府県
については、下記のとおりとしたので通知します。
　実施に当たっては、御協力方よろしくお願いいたします。
　なお、岩手県、宮城県、千葉県及び新潟県については、当面、延
期することとします。

記

1　特定共同指導（12）
　岩手県　東京都　神奈川県　新潟県　石川県　岐阜県
　福井県　鳥取県　長崎県　熊本県　宮崎県　沖縄県

2　共同指導（4）
　宮城県　千葉県　富山県　香川県



保医発0316第5号
平成23年3月16日

目本医師会長　殿

厚生労働省保険局医療課長

特定共同指導等の実施に係る立会いについて

　社会保険医療行政の推進につきましては、平素から格別の御高配を賜り厚
く御礼申し上げます。

　さて、平成23年度における特定共同指導等の実施に係る対象都道府県につ

いては、平成23年3月16日付け保発0316第33号をもって、貴職あて保険局長
より通知されたところですが、日程については別紙のとおり実施することと
いたしました。

　つきましては、この特定共同指導等の立会人として貴会役員の派遣方よろ
しくお願い申し上げます。

　また、対象保険医療機関については、指導実施日の概ね1か月前に御連絡
することといたしておりますことを申し添えします。



（別紙）

平成23年度特定共同指導等の日程表

（医科）

1．特定共同指導

都道府県名 指　導　実　施　日 保険医療機関数

鳥取県 平成23年　6月　2日～　3日 1

新潟県 当面、延期とする 1

神奈川県 平成23年　6月23日～24日 1

熊本県 平成23年　7月14日～15日 1

石川県 平成23年　7月28日～29’日 1

岩手県 当面、延期とする 1

福井県 平成23年　9月29日～30日 1

宮崎県 平成23年10月12目～13目 1

東京都 平成23年11月　9日～10日 1

岐阜県 平成23年11月30日～12月1日 1

沖縄県 平成23年12月15日～16日 1

長崎県 平成24年　1月26日～27日 1

計 12

2．共同指導

都道府県名 指　導　実　施　日 保険医療機関数

宮城県

x山県

＄�ｧ
逞t県

　　当面、延期とする

ｽ成23年　9月　1目～　2日

ｽ成23年11月17日～18日
@　当面、延期とする

2
2
2
2

計 8


